
令和６年６月から
公立松任石川中央病院での処方は

電子処方箋となります



令和６年６月より
「処方せん」が
紙から電子に変わります

薬を受け取るまでの手順は
これまでと全く変わりません。

もらう紙が「処方せん」から
「処方内容（控え）」
に変わります。



電子処方せんとは、これまで紙
で発行していた処方せんを電子
化したものです。

同じ成分のお薬をもらうことや
良くない飲み合わせを防ぐこと
ができ、安心安全な医療につな
がります。
マイナポータルでご自身の直近
のお薬情報を確認することがで
きます。
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ＮＯＢＯＲＩも対応

これまでどおり処方箋送信機能をご
利用いただけます。「処方内容（控
え）」が送信されますので直接調剤
薬局へ行ってください。


